
１．主な⽀援メニュー
休業要請対象施設 休業要請対象外施設 飲⾷店

国 県 国・県・市 市

売上が
20％以上減少

している者
20％以上

売上が
５％以上減少
している者

５％以上

売上不問 売上不問

持続化給付⾦コールセンター

 0120-115-570
持続化緊急⽀援⾦相談窓⼝

 0570-094894

店舗への家賃⽀援お問い合
わせダイヤル

 092-739-8175

休業等要請対象外施設への

⽀援⾦問い合わせダイヤル

 092-401-0019

【デリバリー】
福岡市クルーズ課

 092-711-4559
【テイクアウト】
各区問合せダイヤル

２．事業者例と活⽤メニュー

問合せ先

【市】中⼩企業サポートセンター

 092-441-2171
⽇本政策⾦融公庫 相談ダイヤル

 0120-154-505

福岡労働局 助成⾦センター

 092-411-4701
雇⽤助成⾦コールセンター

 0120-60-3999

【国】国税局猶予相談センター 092-474-6050
【県】各県税事務所
【市】各区納税課・課税課

参考２

融資

国・県・市

給付⾦ 雇⽤

国

税制

中⼩企業・個⼈事業者向け⽀援策の概要について

事
業
者
区
分

売上が
50％以上減少

している者

売上が
30％以上減少

している者

売上▲
50％以上

30%以上

市

注）令和２年５⽉８⽇現在の情報を簡略化して記載しています。
詳しくは経済産業省，福岡県，福岡市のＨＰ等でご確認ください。

◎雇⽤調整助成⾦
①休業⼿当の助成率：4/5
②解雇しない場合の助成率：

94/100
※②のうち，下記の条件を満たす

場合の助成率 最⼤10割
・知事の要請による休業等を実施
・100％の休業⼿当の⽀給，もしく

は上限額以上の休業⼿当を⽀給
※⼀⼈あたり上限額：8,330円

◎納付猶予
期 間：1年間
担 保：不要
延滞税：免除

※R2.2.1〜R3.1.31に
納期限が到来する

◎家賃⽀援
【〜5⽉6⽇】
補助率：4/5
上 限：50万円

【5⽉7⽇〜】（案）

補助率：4/5
上 限：30万円

◎持続化給付⾦
法⼈：200万円以内
個⼈：100万円以内

※給付額：前年の総売上ー（前年
同⽉⽐▲50％⽉の売上×12か⽉）

◎⽀援⾦（案）

【５⽉7⽇〜】
法⼈：15万円
個⼈：10万円

※宿泊施設，市⺠と
接する機会がない
施設（事務所，⼯場
など）を除く。

◎デリバリー（案）

【4⽉7⽇〜】
500円還元

◎テイクアウト（案）

【5⽉7⽇〜】
1店舗：10万円

◎固定資産税等
の軽減 2分の1

◎固定資産税等
の軽減 全額

※事業⽤家屋・償却
資産に係る令和３年
度分の固定資産税・
都市計画税

※R2.2〜10⽉の任意
の３か⽉の売上が
前年⽐較で▲50%

◎実質無利⼦融資（借換可）
＜政府系＞
限度：3000万円⼜は

1億円(資本⾦1千万円以上)

利⼦：3年間補給
据置：最⻑５年

※対象要件（売上前年同⽉⽐）
中⼩：▲20％，⼩規模：▲15％
個⼈：要件なし

＜⺠間⾦融機関＞
限度：3000万円
利⼦：3年間補給
据置：最⻑５年

※対象要件（売上前年同⽉⽐）
中⼩・⼩規模：▲15％
個⼈：▲５％

◎持続化緊急⽀援⾦
法⼈：50万円以内
個⼈：25万円以内


